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平
成
24
年
１
月
１
日
以
後
に
締

結
し
た
保
険
契
約
等
に
係
る
保
険

料
と
平
成
23
年
12
月
31
日
以
前
に

締
結
し
た
保
険
契
約
等
に
係
る
保

険
料
で
は
、
生
命
保
険
料
控
除
の

取
扱
い
が
異
な
り
ま
す
。

・
介
護
保
険
料
控
除
の
創
設

　

平
成
24
年
１
月
１
日
以
後
に
、

生
命
保
険
会
社
又
は
損
害
保
険
会

社
等
と
締
結
し
た
保
険
契
約
等

（
新
契
約
）
の
う
ち
介
護
医
療
保

険
契
約
等
に
係
る
支
払
保
険
料
等

（
介
護
医
療
保
険
料
）
に
つ
い
て
、

介
護
医
療
保
険
料
控
除
（
適
用
限

度
額
：
所
得
税
４
万
円
、
個
人
住

民
税
２
万
８
千
円
）
が
設
け
ら
れ

ま
す
。

　

ま
た
、
新
契
約
に
係
る
一
般
生

命
保
険
料
控
除
及
び
個
人
年
金

保
険
料
控
除
の
控
除
額
が
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
（
適
用
限
度
額
：

所
得
税
４
万
円
、
個
人
住
民
税

２
万
８
千
円
）。

　

な
お
、
新
契
約
と
旧
契
約
の
双

方
に
つ
い
て
保
険
料
控
除
の
適
用

を
受
け
る
場
合
の
控
除
額
は
、
そ

れ
ぞ
れ
次
の
金
額
の
合
計
額
（
適

用
限
度
額
：
所
得
税
４
万
円
、
個

人
住
民
税
２
万
８
千
円
）
と
な
り

ま
す
（
別
表
２
参
照
）。

・
新
契
約
の
支
払
保
険
料
等
に
つ

い
て
、
別
表
１
の
改
正
後
の
計
算

式
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

・
旧
契
約
の
支
払
保
険
料
等
に
つ

い
て
、
別
表
１
の
改
正
前
の
計
算

式
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

　

な
お
、
所
得
税
と
市
・
県
民
税

で
は
各
種
控
除
の
額
が
異
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

申
告
し
て
い
な
か
っ
た
医
療
費

控
除
な
ど
は
、
別
途
市
・
県
民
税

の
申
告
を
す
る
こ
と
で
、
市
・
県

民
税
の
額
が
減
額
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
収
入
の
な
い
方
で
も
、

国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
軽
減
措
置
、
税
関
係

証
明
書
の
発
行
、
各
種
福
祉
関
係

の
所
得
判
定
等
の
基
礎
資
料
と
な

り
ま
す
の
で
、
申
告
書
の
裏
面
に

該
当
事
項
を
記
入
の
う
え
申
告
し

て
く
だ
さ
い
（
同
居
親
族
の
扶
養

と
な
ら
れ
て
い
る
方
を
除
く
。
た

だ
し
、
年
金
支
払
報
告
書
だ
け
で

扶
養
と
な
ら
れ
て
い
る
方
に
つ
い

て
は
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
）。

る
人
で
給
与
所
得
以
外
の
所
得

の
合
計
金
額
が
20
万
円
以
下
の

方
⑷
扶
養
に
な
っ
て
い
る
配
偶
者
の

方
で
、
パ
ー
ト
や
内
職
な
ど
の

収
入
が
あ
る
方

⑸
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い

て
、
市
役
所
へ
公
的
年
金
等
支

払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な

い
方

⑹
公
的
年
金
の
収
入
が
４
０
０
万

円
以
下
で
、
そ
れ
以
外
に
所
得

が
あ
る
、
も
し
く
は
、
扶
養
な

ど
の
各
種
控
除
の
申
告
が
必
要

な
方

　

今
年
の
１
月
１
日
現
在
、
市
内

に
居
住
し
、
次
に
該
当
す
る
方
で

す
。

⑴
給
与
所
得
者
で
会
社
か
ら
市
役

所
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出

さ
れ
て
い
な
い
方

⑵
事
業
所
得
者
な
ど
で
所
得
税
が

か
か
ら
な
い
方

⑶
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
て
い

確
定
申
告
は
必
要
な
い
が
、

市･

県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
方
（
例
）

　

市
・
県
民
税
の
申
告
書
は
、
昨

年
度
の
実
績
な
ど
に
よ
り
２
月
５

日
頃
発
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
申
告
書
は
市
役
所
市
民

税
課
と
本
納
支
所
庶
務
会
計
係
に

用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

　

主
な
税
制
改
正
に
つ
い
て
（
平

成
24
年
分
以
降
の
所
得
税
及
び
25

年
度
以
降
の
住
民
税
か
ら
適
用
さ

れ
る
も
の
）

◎
生
命
保
険
料
控
除
の
改
正

　

平
成
25
年
度
住
民
税
（
平
成
24

年
分
所
得
税
）
か
ら
生
命
保
険
料

控
除
が
見
直
さ
れ
ま
す
。

市

･

県
民
税

申
告
書
の
送
付

（別表１）
改　正　前

（平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除）
改　正　後

（平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除）

年間の支払保険料等 控　除　額 年間の支払保険料等 控　除　額

所　
　
得　
　
税

25,000円以下 支払保険料等の金額 20,000円以下 支払保険料等の金額

25,000円超50,000円以下 支払保険料等×1/2＋12,500円 20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2＋10,000円

50,000円超100,000円以下 支払保険料等×1/4＋25,000円 40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4＋20,000円

100,000円超 50,000円 80,000円超 40,000円

個
人
住
民
税

15,000円以下 支払保険料等の金額 12,000円以下 支払保険料等の金額

15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2＋7,500円 12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2＋6,000円

40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4＋17,500円 32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4＋14,000円

70,000円超 35,000円 56,000円超 28,000円


